
　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

研
究
ノ
ー
ト

二
二
六
（
八
六
〇
）

わ
が
国
に
お
け
る
公
式
国
民
所
得
統
計
の

発
展
の
沿
革
に
関
す
る
年
表

後
　
　
藤

文

ム
ロ

ー

ま
え

が

き

　
近
年
に
お
け
る
国
民
所
得
分
析
の
発
展
は
ま
こ
と
に
目
覚
ま
し
い
も

の
が
あ
る
が
、
そ
の
発
展
の
過
程
に
つ
い
て
み
る
と
、
埋
論
的
側
面
と

統
計
的
側
面
の
発
展
が
相
互
に
交
渉
し
刺
激
し
合
い
な
が
ら
、
新
し
い

発
展
を
遂
げ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
に
ー
、
大
き
な
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。

　
い
ま
こ
れ
を
理
論
と
統
計
の
両
側
面
の
対
応
か
ら
み
る
と
、
理
論
的

武
器
と
す
る
国
民
所
得
理
論
の
展
開
に
１
対
す
る
も
の
と
し
て
、
分
析
用

具
と
す
る
国
民
所
得
統
計
の
果
た
す
意
義
と
役
割
は
極
わ
め
て
大
き
い

し
た
が
っ
て
、
国
民
所
得
統
計
を
分
析
用
具
と
し
て
十
分
に
機
能
さ
せ

る
こ
と
が
重
要
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
国
民
所
得
統
計
が
そ
れ

自
身
基
礎
統
計
と
し
て
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
発
展
段

階
に
到
達
し
て
い
る
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
ど
の
よ
う
な

発
展
の
過
程
を
経
て
来
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
十
分
な
理
解
と

認
識
が
必
要
と
さ
れ
る
。

　
本
研
究
ノ
ー
ト
は
右
の
よ
う
な
間
題
意
識
か
ら
出
発
し
た
、
筆
者
自

身
の
、
国
民
所
得
の
統
計
的
研
究
の
一
環
と
し
て
、
わ
が
国
に
お
げ
る

公
式
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
革
を
年
表
形
式
に
１
と
り
ま
と
め
る
こ

と
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
国
民
所
得
の
推
計
な
い
し
国
民
所
得
統
計
の
作
成
は
、
古

く
は
学
者
個
人
の
試
算
に
始
ま
っ
た
も
の
が
、
数
十
年
以
前
か
ら
各
国

に
お
い
て
し
ば
し
ば
国
の
統
計
作
成
機
構
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
よ
う

に
た
り
、
戦
後
に
至
っ
て
は
、
世
界
の
ほ
と
ん
ど
の
国
に
－
お
い
て
、
公

式
統
計
と
し
て
作
成
か
っ
公
表
さ
れ
、
官
民
の
間
で
ひ
’
ろ
く
利
用
さ
れ



る
に
至
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
そ
の
発
展
の
基
本
方
向
に
国
際
標
準
化
　
　
資
料
の
不
足
な
い
し
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
先
鞭
を
つ
け
る
こ
と
を
意

の
推
進
が
国
連
な
ど
の
国
際
機
関
の
提
案
を
通
じ
て
織
り
込
ま
れ
、
着
　
　
図
し
た
こ
と
に
あ
る
わ
げ
で
あ
る
。

々
と
そ
の
前
進
を
み
る
な
ど
、
ま
さ
に
国
際
的
潮
流
の
な
か
で
、
各
国
　
　
　
筆
者
は
、
本
学
に
着
任
す
る
直
前
ま
で
、
長
ら
く
経
済
企
画
庁
経
済

と
も
に
国
民
所
得
統
計
の
整
備
発
展
が
促
進
さ
れ
、
今
目
に
お
い
て
は
、
　
研
究
所
国
民
所
得
部
に
在
職
し
、
公
式
の
国
民
所
得
統
計
作
成
の
実
務

国
際
レ
ベ
ル
か
ら
み
て
も
、
国
民
所
得
統
計
の
普
及
発
展
は
極
め
て
高
　
　
に
従
事
し
た
経
験
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
本
研
究
ノ
ー
ト
の
執
筆
に

い
段
階
に
ま
で
到
達
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
当
た
っ
て
は
、
そ
の
際
の
実
務
感
覚
と
本
学
着
任
以
後
の
学
間
的
研
究

　
こ
の
よ
う
な
国
民
所
得
統
計
の
発
展
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
例
外
を
　
　
に
よ
る
視
覚
と
を
統
合
す
る
建
前
を
と
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
以
下

な
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
の
み
か
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
戦
時
中
　
　
に
示
す
年
表
の
作
成
の
仕
方
や
時
期
区
分
の
基
準
の
決
め
方
な
ど
に
－
っ

・
戦
後
に
か
け
て
、
欧
米
諸
国
に
比
し
大
き
な
遅
れ
を
も
っ
て
出
発
し
　
　
い
て
は
、
筆
者
白
身
の
主
観
に
よ
る
恋
意
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る

な
が
ら
、
短
い
期
間
の
う
ち
に
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
、
す
で
に
先
進
国
　
　
こ
と
を
否
め
ず
、
ま
た
今
回
は
個
人
的
な
試
案
と
し
て
提
示
し
た
も
の

の
中
の
一
流
国
に
伍
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
向
上
発
展
を
続
け
て
い
る
の
　
　
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
補
正
を

で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
因
民
所
得
統
計
の
整
傭
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
わ
が
因
に
お
け
る
公
式
国
民
所
得
統
計
発
展
の

展
が
ひ
た
す
ら
推
進
に
次
ぐ
推
進
と
い
う
推
移
を
示
し
て
き
た
だ
け
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
沿
革
の
時
期
区
分
と
年
表
の
作
成

こ
れ
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ま
こ
と
に
目
ま
ぐ
る
し
さ
を
禁
じ
え
な

い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
わ
が
国
国
民
所
得
統
計
の
発
展
　
　
　
本
研
究
ノ
ー
ト
と
り
ま
と
め
の
当
面
の
主
眼
は
・
っ
ぎ
に
示
す
よ
う

の
沿
革
を
初
期
か
ら
最
近
に
至
る
ま
て
概
括
し
て
と
り
ま
と
め
た
文
献
に
・
わ
が
屠
お
け
る
公
式
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
芝
つ
い
て
・

資
料
は
現
在
の
と
こ
ろ
ま
だ
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
　
一
定
の
時
期
区
分
を
行
な
い
・
年
表
形
式
に
と
呈
と
め
て
提
示
す
る

　
本
研
究
ノ
ー
ト
と
り
ま
と
め
の
副
次
的
目
的
は
、
そ
の
よ
う
な
文
献
　
　
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
は
同
年
表
を
仔
細
に
通
覧
願
い
た
、

　
　
　
　
わ
が
国
に
お
げ
る
公
式
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
革
に
関
す
る
年
表
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
二
二
七
（
八
六
一
）



　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

◎
わ
が
国
に
お
け
る
公
式
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
革
に
関
す
る
年
表
（
試
案
）

二
二
八
（
八
六
二
）

汽

　
　
　
　
　
国
民
所
得
統
計

　
　
　
　
…
作
成
機
構
整
備

　
　
　
　
　
拡
充
の
推
移

戦
」

前

模索時期）昭和初～
平時）昭和初～

１
２年（

内
閣
統
計
局

準
戦
内
閣
統
計
局

時）昭和
１
２

～
１
６年（

　
推
計
対
象
の
所

倒
得
系
列
お
よ
び

　
計
算
体
系

○
大
正
１
４
年
国
民

所
得
（
付
、
明

　
治
２
０
年
ま
で
遡

　
及
推
計
）

○
昭
和
５
年
国
民

　
所
得
（
付
、
昭

　
和
元
年
ま
で
遡

　
及
推
計
）

○
昭
和
１
０
年
国
民

　
所
得

○
昭
和
６
～
１
４
年

　
国
民
所
得

轟
繋
窪
計
方
蕎
欝
灘
側
羅
研
究
参
考
錘
響
嚢
麟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
究
組
織

○
「
大
正
１
４
年
に
○
所
得
統
計
等
を

　
於
げ
る
国
民
所
　
主
と
し
て
利
用

　
得
」
　
（
昭
和
３
　
　
・
人
的
方
法

　
年
刊
）

○
「
昭
和
５
年
国
○
官
庁
と
し
て
の

　
民
所
得
報
告
」
　
初
め
て
の
本
格

　
（
昭
和
８
年
刊
）
　
推
計
・
既
存
資

　
　
　
　
　
　
　
　
料
の
ほ
か
、
標

　
　
　
　
　
　
　
　
本
調
査
お
よ
び

○
当
時
の
調
査
資
　
照
会
調
査
実
施

　
料
は
焼
失
し
て
　
　
・
生
産
統
計
と

　
現
存
せ
ず
。
　
　
所
得
統
計
併
用

○
昭
和
１
０
年
国
民

所
得
は
、
の
ち

　
総
理
府
統
計
局

　
「
昭
和
十
年
国

　
民
所
得
推
計
法

鞠
舗
舞

年
・
謄
写
）
に

引
用

○
内
部
資
料



戦後
２
０年（着手時期

戦時）昭和
１
６

～
２
０年（

大
蔵
省

大
蔵
省
理
財
局

調
査
課

右
調
査
課
内
に

国
民
所
得
企
画

室
設
置

○
昭
和
１
５
～
１
９
年

　
国
民
所
得
・
と

　
く
に
生
産
国
民

所
得
。
ま
た
こ

　
れ
を
も
と
に
し

　
て
、
国
家
資
力

　
や
そ
の
配
分
額

　
を
推
計
し
た

　
が
、
こ
れ
は
現

　
行
の
国
民
総
支

　
出
概
念
に
ほ
ぽ

該
当

○
米
国
商
務
省
方

　
式
に
な
ら
い
、

　
国
民
総
支
出
に

該
当
す
る
概
念

系
列
を
昭
和
１
５

　
～
１
９
年
に
つ
い

　
て
推
計

○
内
部
資
料

■
○
財
団
法
人
・
国

　
家
資
力
研
究
所

○
戦
時
大
蔵
省
作

　
成
の
「
国
家
資

　
力
の
配
分
」
の

　
関
係
資
料
を
再

　
編
成
し
て
推
計

○
手
廻
し
計
算
機

　
使
用
を
始
む
。

○
米
国
戦
略
爆
撃

調
査
団
来
朝

　
ミ
ル
ト
ソ
、
ギ

　
ル
バ
ー
ト
、
コ

　
ー
ヘ
ソ
、
ブ
リ

　
ッ
ジ
等
の
要
請

　
（
昭
和
２
０
年
１
０

・
月
）

○
カ
ｉ
ク
・
パ
ト

　
リ
ッ
ク
女
史
来

　
朝
（
昭
和
２
１
年
）

　
国
民
所
得
調
査

機
構
の
設
置
勧

　
告
、
そ
れ
に
よ

　
り
上
記
企
画
室

　
設
置
、
あ
わ
せ

　
て
国
民
所
得
調

査
委
員
会
（
委

　
員
長
山
口
茂

　
氏
）
設
置

○
昭
和
１
５
～
１
９
年

　
度
国
民
所
得

　
は
、
の
ち
大
蔵

　
省
理
財
局
編

　
「
昭
和
１
５
～
１
９

年
度
国
民
所
得

推
計
」

２
２
年
）

（
昭
和

に
掲
載

○
米
国
戦
略
爆
撃

調
査
団
報
告
書

「
日
本
経
済
の

崩
壊
」
や
国
連

統
計
局
資
料
に

掲
載

わ
が
因
に
お
げ
る
公
式
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
革
に
関
す
る
年
表
（
後
藤
）

二
二
九
（
八
六
三
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

二
三
〇
（
八
六
四
）

国
民
所
得
統
計

推
計
対
象
の
所

側
灘
結
果
報
告

国
民
所
得
勘
定

削
推
計
方
法

倒
魏
擁
欝錨
維
研
究
参
考

国
民
経
済
計
算

…
作
成
機
構
整
備

四
得
系
列
お
よ
び

ｍ
の
他
の
諸
勘
定

拡
充
の
推
移

計
算
体
系

発
展
の
推
移

働
鯵
顎
麟

研
究
組
織

○
米
国
よ
り
ラ
イ

戦

ス
統
計
使
節
団

）
昭

来
朝
（
昭
和
２
１

後
和
Ｏ

年
１
０
月
）
、
国
民
所
得
調
査
機

２
～

構
整
備
勧
告

２
２

年
（

○
ス
ト
ー
ソ
教
授

「
国
民
経
済
計

算
体
系
に
つ
い

て
の
メ
モ
ラ

ソ
ダ
ム
」
発
表

（
一
九
四
七
年
）

’

〇
一
九
四
七
年
国

連
・
国
民
所
得
推
計
試
案
「
国

民
所
得
の
測
定

と
杜
会
勘
定
」

発
表

経
済
安
定
本
部

○
当
初
に
お
い
て

○
統
計
委
員
会
に
。

財
政
金
融
局
資

は
、
生
産
・
分
配
国
民
所
得
の

専
門
部
会
と
し

て
国
民
所
得
調
査
委
員
会
、
経

○
県
民
所
得
推
計
、
一
部
の
県

金
課
・
国
民
所

で
着
手
（
昭
和

ｊ
ｌ
同

得
調
査
室

ほ
か
、
と
く
に

個
人
所
得
の
推

２
２
～
２
３
年
）

済
安
定
本
部
に

計
に
重
点

国
民
所
得
調
査
企
画
委
員
会
設

○
昭
和
５
～
９
年

置
（
昭
和
２
２
年

期

お
よ
び
２
１
年
の
分
配
国
民
所
得

９
月
）

推
計

働
鯵
顎
麟



開発時期）昭和
２
２

～
３
３年（

）昭和
２
２

～
２
７年（

○
国
民
総
支
出
に

　
つ
い
て
も
推
計

　
実
施

○
シ
ャ
ー
ブ
使
節

　
団
の
意
向
を
汲

　
ん
で
、
昭
和
５

年
以
降
の
生
産

　
・
分
配
・
支
出

　
の
各
国
民
所
得

系
列
の
推
計

○
「
英
文
資
料
」

　
（
謄
写
・
昭
和

　
２
３
年
）

○
「
戦
後
の
国
民

　
所
得
・
昭
和
２
１

　
～
２
４
年
上
半

　
期
」
（
謄
写
）

○
「
昭
和
２
１
年
～

　
２
４
年
分
分
配
国

　
民
所
得
推
計
」

　
（
昭
和
２
５
年
）

○
「
昭
和
２
４
・
２
５

　
暦
年
杜
会
勘
定

　
試
算
」

○
「
昭
和
２
５
暦
年

　
国
民
所
得
報

　
告
」

○
国
民
所
得
調
査

　
連
絡
協
議
会

　
（
昭
和
２
３
年
）

○
シ
ヤ
ー
ブ
税
制

　
使
節
団
来
朝

　
（
昭
和
２
４
年
）

○
国
民
所
得
調
査

　
委
員
会
と
調
査

　
連
絡
会
議
を
整

理
統
ム
し
、

民
所
得
調
査
連

絡
会
議
の
み
と

な
る
（
昭
和
２
５

年
７
月
）

○
Ｏ
Ｅ
Ｅ
Ｃ
「
国

　
民
所
得
の
簡
易

　
体
系
」
発
表

　
（
一
九
五
一
年
）

○
「
国
民
所
得
調

査
資
料
月
報
」

　
（
昭
和
２
４
年
６

　
月
以
降
～
昭
和

　
３
３
年
６
月
第
９
５

号
で
終
わ
る
）

○
「
県
民
推
計
の

　
指
導
要
領
」
提

　
示
（
昭
和
２
４
年
）

■

○
「
県
民
所
得
に

　
関
す
る
推
計
試

　
案
」
提
示
（
昭

　
和
２
６
年
）

わ
が
国
に
お
げ
る
公
式
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
革
に
関
す
る
年
表
（
後
藤
）

二
三
一
（
八
六
五
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

二
三
二
（
八
六
六
）

外

戦後

中期）昭和
２
７

～
３
０年（

国
民
所
得
統
計

ｍ
作
成
機
構
整
備

拡
充
の
推
移

経
済
審
議
庁
調

査
部
国
民
所
得

課
（
昭
和
２
７
年

８
月
－
日
）

　
推
計
対
象
の
所

似
得
系
列
お
よ
び

　
計
算
体
系

○
昭
和
２
６
年
分
中

　
間
推
計
を
経

　
て
、
昭
和
２
６
年

　
度
分
よ
り
国
民

所
得
と
国
民
純

　
生
産
を
推
計
、

　
さ
ら
に
そ
れ
ら

　
の
系
列
表
だ
げ

　
で
な
く
、
個
人

　
勘
定
・
財
政
勘

　
定
・
国
際
収
支

　
勘
定
を
推
計
、

　
ま
た
参
考
と
し

　
て
、
実
質
国
民

　
所
得
・
デ
フ
レ

　
ー
タ
ー
を
示

　
す
。
（
付
）
昭
和

　
２
１
～
２
５
年
度
と

　
戦
一
１
ｊ
基
準
の
国

　
民
所
得
と
国
民

　
生
産
の
一
応
の

　
最
終
推
計
を
ま

　
と
む
。

○
昭
和
５
～
２
７
年

国
民
所
得
各
系

　
列
の
　
貫
時
系

列
の
整
備
改
訂

○
概
念
項
目
規
定

　
の
改
訂

副
推
計
結
果
報
告

－
資
料

○
貼
綴
嬢

　
告
」
（
昭
和
２
８

　
年
－
月
）
戦
前

　
は
じ
め
て
閣
議

　
報
告
を
経
て
公

　
表

○
「
昭
和
２
７
年
度

国
民
所
得
報

　
告
」

側
推

計

方
法

○
電
動
計
算
機
使

用
を
始
む

○
人
的
方
法
・
物

的
方
法
併
用

国
民
所
得
勘
定

引
の
国
際
標
準
方

－
式
お
よ
ぴ
調
査

研
究
組
織

○
Ｏ
Ｅ
Ｅ
Ｃ
「
国

　
民
所
得
の
標
準

　
体
系
」
発
表

　
（
一
九
五
二
年
）

○
統
計
審
議
会
国

　
民
所
得
専
門
部

　
会
（
昭
和
２
７
年
）

〇
一
九
五
二
年
・

国
連
・
国
民
所

得
勘
定
標
準
方

式
（
旧
Ｓ
Ｎ
Ａ
）

６
－
調
査
研
究
参
考

－
資
料

○
「
戦
後
の
国
民

所
得
」
（
国
民

所
得
解
説
資
料

　
第
－
号
・
昭
和

　
２
８
年
－
月
刊
）

○
「
国
民
所
得
と

　
国
民
経
済
計

算
」
　
（
国
民
所

得
解
説
資
料
第

２
号
・
昭
和
２
８

年
８
月
刊
）

。
奄
羅
灘

誰
穰
常

月
刊
）

　
国
民
経
済
計
算

冊
の
他
の
諸
勘
定

　
発
展
の
推
移

倒
鯵
籔
麟



後期）昭和
３
０

～
３
３年（

経
済
企
画
庁
調

査
部
国
民
所
得

課
（
昭
和
３
０
年

７
月
改
組
）

辮
鍵
鋸

和
３
２
年
８
月
改

組
）

◎
国
民
所
得
の
計

算
体
系
一
応
確

　
立
（
昭
和
２
７
年

当
時
）
１
１
主
要

系
列
表
を
主
と

し
、
基
本
勘
定

表
を
従
と
し
た

も
の
。

○
「
昭
和
２
８
年
度

　
国
民
所
得
報

　
告
」

○
「
昭
和
２
９
年
度

　
国
民
所
得
報

　
出
口
」
　
（
こ
れ
よ

　
り
県
民
所
得
推

　
計
を
付
記
す
る

　
こ
と
と
な
る
）

○
「
昭
和
３
０
年
度

　
国
民
所
得
報

　
告
」
　
（
昭
和
３
１

　
年
１
０
月
）

。
貼
繍
鑑

　
告
」
（
昭
和
３
２

　
年
ｕ
月
）

○
「
目
本
経
済
と

国
民
所
得
」

輪
鱗
韓

・
昭
和
２
９
年
７

月
刊
）

○
「
私
た
ち
の
働

　
き
と
く
ら
し
」

　
（
国
氏
所
得
解

　
説
資
料
第
４
号

　
・
昭
和
３
０
年
３

　
月
刊
）

〇
一
九
五
五
年
・

　
国
連
Ｓ
Ｎ
Ａ
に

　
っ
い
て
の
質
問

　
書
を
各
国
に
照

会
（
昭
和
３
０
年
）

〇
一
九
五
八
年
・

　
国
連
Ｓ
Ｎ
Ａ
に

　
つ
い
て
部
分
改

　
訂

○
昭
和
２
６
年
Ｉ
Ｏ

表
作
成
さ
れ
る

○
昭
和
２
８
年
Ｉ
Ｏ

表
作
成
さ
れ
る

○
県
民
所
得
推
計

　
全
県
に
普
及

○
昭
和
３
０
年
国
富

調
査
実
施

○
マ
ネ
ー
・
フ
ロ

　
ー
表
試
算
（
昭

　
和
３
１
年
）

○
昭
和
３
０
年
Ｉ
Ｏ

　
表
作
成
さ
れ
る

○
昭
和
３
１
年
「
県

　
民
所
得
の
標
準

　
方
式
」
算
定

わ
が
国
に
お
け
る
公
式
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
革
に
関
す
る
年
表
（
後
藤
）

二
三
三
（
八
六
七
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

二
三
四
（
八
六
八
）

汽

戦後

整備時期

初期）昭和
３
３

～
３
７年（

　
国
民
所
得
統
計

ｍ
作
成
機
構
整
備

　
拡
充
の
推
移

経
済
企
画
庁
経

鰯
欝
額

し
、
同
部
に
国

民
所
得
課
・
国

民
支
出
課
の
一

課
を
設
く
。

　
推
計
対
象
の
所

閉
得
系
列
お
よ
び

　
計
算
体
系

◎
国
民
所
得
の
計

醸
難
蒲

基
本
勘
定
を
主

と
し
、
主
要
所

得
系
列
表
を
従

と
す
る
も
の
。

〇
四
半
期
別
国
民

所
得
・
実
質
国

　
民
総
支
出
（
昭

　
和
９
～
ｕ
年
基

準
）
の
推
計
開

　
発

〇
四
半
期
別
国
民

　
総
支
出
の
速
報

　
推
計
を
始
む
。

３
－
推
計
結
果
報
告

－
資
料

○
「
昭
和
３
２
年
度

国
民
所
得
報

告
」じ

後
昭
和
３
９
年

度
分
ま
で
、
同

様
の
形
式
に
よ

り
報
告

側
推

計
　
　
　
　
国
民
所
得
勘
定

方
法
５
－
の
国
際
標
準
方

　
　
－
式
お
よ
び
調
査

　
　
　
　
研
究
組
織

○
従
前
か
ら
の
人

　
的
方
法
・
物
的

　
方
法
の
整
備
改

　
善

○
Ｉ
Ｍ
Ｆ
「
国
際

収
支
提
要
」
第

　
三
版
国
民
所
得

　
勘
定
と
の
統
合

　
を
目
指
し
て
改

　
訂

○
国
民
経
済
計
算

　
調
査
委
員
会

　
（
昭
和
３
４
年
５

　
月
～
昭
和
３
７
年

　
３
月
・
委
員
長

　
有
沢
広
已
氏
）

６
－
調
査
研
究
参
考

－
資
料

　
国
民
経
済
計
算

ｍ
の
他
の
諸
勘
定

　
発
展
の
推
移

働
鯵
轟
麟

○
国
民
資
本
勘
定

　
試
算
（
昭
和
３
３

　
年
）

○
国
民
所
得
と
マ

　
ネ
ー
・
フ
ロ
ー

統
合
勘
定
公
表

　
（
昭
和
３
４
年
）

○
「
国
民
経
済
計

　
算
の
整
備
改
善

に
関
す
る
調
査

研
究
」
を
統
計

研
究
会
・
国
民

経
済
計
算
研
究

部
会
に
委
託

（
昭
和
３
４
２
４
０

年
）
各
年
度
と

も
研
究
報
告
と

り
ま
と
め
。



）昭和
３
３

～
４
４年（

中期）昭和
３
７

～
４
０年（

国
民
所
得
部
に
－

鍛
誰
羅

年
）

○
国
民
経
済
計
算

審
議
会
の
試
案

　
に
よ
る
国
民
所

得
遡
及
推
計
の

試
算

○
卓
上
電
子
計
算

　
機
使
用
を
始
む

○
推
計
方
法
多
面

　
的
開
発
利
用
・

　
推
計
結
果
の
相

互
チ
ェ

ッ
ク
●

推
計
項
目
の
細

目
化

○
コ
モ
法
開
発
・

在
庫
品
評
価
調

　
整
開
発

○
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ

　
ー
利
用
を
始
む

○
国
民
経
済
計
算

審
議
会
（
昭
和

３
８
年
５
月
～
昭

和
４
０
年
３
月
・

委
員
長
有
沢
広

巳
氏
）

〇
一
九
六
四
年
・

　
国
連
・
国
民
所

得
勘
定
標
準
方

式
改
訂
（
新
Ｓ

吐
Ａ
）
一
次
案

　
発
表

○
「
国
民
経
済
計

　
算
調
査
委
員
会

　
報
」
・
「
国
民
経

　
済
計
算
調
査
委

　
員
会
基
礎
資

　
料
」
全
３
巻

○
「
国
民
経
済
計

　
算
審
議
会
答

　
申
」
お
よ
び
各

　
部
会
報
告
書

○
季
刊
「
国
民
経

　
済
計
算
」
刊
行

む
始
む
。

○
昭
和
３
５
年
国
富

　
調
査
実
施

○
昭
和
３
５
年
Ｉ
Ｏ

表
作
成

わ
が
国
に
お
け
る
公
式
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
革
に
関
す
る
年
表

（
後
藤
）

二
三
五
（
八
六
九
）



立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
・
第
五
・
六
合
併
号
）

二
三
六
（
八
七
〇
）

％

戦後

拡

後期）昭和
４
０

～
４
４年（初期剛 　

国
民
所
得
統
計

ｍ
乍
成
機
構
整
備

　
拡
充
の
推
移

瓢
鶏
諸
嚇

計
算
体
系

◎
国
民
所
得
の
計

　
算
体
系
旧
Ｓ
Ｎ

　
Ａ
基
準
移
行

　
（
昭
和
４
０
年
）

○
新
推
計
に
お
い

　
て
昭
和
２
６
～
３
９

　
年
度
遡
及
推
計

○
昭
和
４
０
年
度
推

　
計
に
際
し
、
４
０

　
国
調
を
と
り
入

　
れ
、
昭
和
３
６
年

　
度
ま
で
遡
及
改

　
訂

○
昭
和
４
０
年
基

準
・
国
民
所
得

　
統
計
遡
及
改
訂

　
（
昭
和
２
６
～
４
２

　
年
度
）

３
－
推
計
結
果
報
告

－
資
料

○
従
前
の
「
国
民

所
得
報
告
」
を

　
「
国
民
所
得
統

　
計
年
報
」
彩
式

　
に
改
訂
変
更

○
「
昭
和
４
０
年
基

準
改
訂
国
民
所

得
統
計
」
　
（
昭

和
２
６
～
４
２
年
度

遡
及
改
訂
）
発

表
（
昭
和
４
４
年
）

○
「
同
推
計
資
料

　
集
」
　
（
昭
和
４
５

　
年
に
刊
行
）

削
推

計

方
法

○
推
計
方
法
・
推

計
精
度
む
推
計

　
作
業
や
分
析
の

　
面
か
ら
全
面
的

　
再
検
討

○
推
計
方
法
再
検

　
討
の
推
進

○
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ

　
ー
利
用
の
強
化

　
推
進

　
国
民
所
得
勘
定

５
－
の
国
際
標
準
方

－
式
お
よ
び
調
査

　
研
究
組
織

○
国
民
経
済
計
算

　
研
究
会
（
会
長

　
山
田
雄
三
氏
・

　
昭
和
４
０
～
４
３
年

　
度
）

〇
　
九
六
八
年
・

国
連
・
国
民
所

得
勘
定
標
準
方

賦
憎
寵

民
経
済
計
算
の

体
系
」
）
の
最

終
案
発
表

○
国
民
経
済
勘
定

　
研
究
委
員
会

　
（
会
長
辻
村
江

　
太
郎
氏
・
昭
和

　
４
４
～
４
８
年
度
）

〇
一
九
七
〇
年
・

　
国
連
・
新
Ｓ
Ｎ

　
Ａ
に
つ
い
て
の

　
質
問
書
を
各
国

　
に
照
会

馴
調
査
研
究
参
考

－
資
料

○
同
上
研
究
会
資

　
料

　
国
民
経
済
計
算

ｍ
の
他
の
諸
勘
定

　
発
展
の
推
移

○
昭
和
４
０
年
国
富

　
調
査
実
施

○
昭
和
４
０
年
Ｉ
Ｏ

　
表
作
成
さ
る
。

働
鰺
漿
麟

○
県
民
所
得
標
準

　
方
式
の
改
訂
に

　
つ
い
て
準
備
検

　
討
（
昭
和
４
０
～

　
４
４
年
）
勘
定
方

　
式
採
用

○
「
県
民
所
得
標

準
方
式
」

終
案
策
定

の
最

（
公

表
は
昭
和
４
５

年
）



充確期）昭和
４
４年（

和
４
４

～
４
８年（

○
騒
鰯
灘

調
査
室
を
設
置

（
昭
和
４
８
年
）

…
法
に
よ
る
一

　
国
民
総
支
出
の

　
速
報
（
約
２
カ

　
月
遅
れ
で
発

表
）
推
計
開
発

　
（
昭
和
４
６
年
）

○
昭
和
４
５
年
基
準

　
・
改
訂
国
民
所

得
統
計
遡
及
改

○
「
昭
和
４
５
年
基

　
準
・
改
訂
国
民

所
得
統
計
」

○
推
計
方
法
・
推

　
計
項
目
の
精
綴

　
化
・
庸
報
多
量

〇
一
九
七
二
年
・

　
国
連
・
国
民
杜

　
会
勘
定
案
発
表

○
国
民
経
済
計
算

　
調
査
会
議
（
昭

　
和
４
９
年
４
月
開

○
同
上
会
議
資
料

○
昭
和
４
５
年
国
富

　
調
査
実
施

○
昭
和
４
５
年
Ｉ
Ｏ

　
表
作
成
る
。

考
４

年

中

ク
『
売
昌
；
口
“
元
フ
＝
Ｌ
一
訂
（
昭
和
２
６
～

－
口
∴
　
手
差
　
…
貢
Ｌ
（
昭
和
２
６
～
４
８

弓
４
ノ
」
　
　
一
　
」
Ｆ
［
レ
設
・
議
長
辻
村

～

４
２
年
度
）

年
度
遡
及
改

江
太
郎
氏
）

訂
）
発
表
（
昭

（
○
国
民
所
得
部
に
　
国
民
資
産
課
を

○
国
民
資
産
ス
ト

和
４
９
年
）

○
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ

期

ッ
ク
推
計

１
利
用
本
格
的

増
設
（
昭
和
５
０

強
化
推
進

年
）

）
昭

○
「
同
推
計
資
料
　
集
」
（
昭
和
５
０

○
国
民
所
得
部
に
鍵
粛
醒

○
デ
フ
レ
ー
タ
ー

年
に
刊
行
）

○
県
民
所
得
研
究
会
（
昭
和
５
０
年

和

の
改
善

～
）
県
民
所
得

８
４

の
早
期
推
計
方

年
年
）

式
の
研
究

～（

◎
国
民
所
得
の
計

（
注
記
）
上
段
記
載
　
の
調
査
研
究
組

○
国
民
所
得
勘
定

算
体
系
新
Ｓ
Ｎ

を
中
核
と
す
る

Ａ
基
準
移
行

織
の
調
査
研
究

（
昭
和
５
２
年
見

資
料
の
主
な
も
の
は
「
国
民
経

国
民
経
済
計
算
の
統
合
化
の
推

込
）

進

済
計
算
」
に
掲

載
さ
れ
て
い
る

わ
が
国
に
お
げ
る
公
式
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
革
に
関
す
る
年
表
（
後
藤
）

二
三
七
（
八
七
一
）



　
　
　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
二
十
五
巻
．
第
五
・
六
令
併
号
）

　
国
民
所
得
統
計
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
発
展
の
沿
革
を
た
ど
る
に
当

た
っ
て
、
単
な
る
事
実
経
過
の
羅
列
的
記
述
で
は
あ
ま
り
意
味
を
な
さ

な
い
で
あ
ろ
う
　
個
々
の
事
実
の
推
移
を
前
後
縦
横
に
連
絡
づ
げ
て
、

系
統
的
な
整
理
を
試
み
る
た
め
に
は
、
幾
つ
か
の
基
準
項
目
を
設
定
し
、

そ
れ
ら
を
相
互
に
対
照
し
な
が
ら
、
特
徴
的
次
時
期
の
区
分
を
見
出
す

こ
と
が
重
要
と
な
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
の
時
期
区
分
の
た
め
の
基
準
項
目
に
何
々
を
設
定

す
る
か
の
当
否
が
時
期
区
分
の
妥
当
性
ひ
い
て
は
年
表
の
有
用
性
の
い

か
ん
を
決
定
づ
け
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
本
研
究
ノ
ー

ト
と
り
ま
と
め
の
意
義
を
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
時
期
区
分
の
た
め
の
基
準
項
目
の
設
定
に

つ
い
て
、
種
々
の
観
点
か
ら
検
討
を
繰
り
返
え
し
た
う
え
、
一
応
提
示

の
年
表
に
示
す
と
こ
ろ
の
八
項
目
に
整
理
し
て
み
た
。
そ
し
て
、
同
年

表
に
示
す
よ
う
な
時
期
区
分
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ｏ
り
お
よ
び

閉
の
項
目
に
最
も
大
き
な
比
重
を
置
き
、
そ
の
他
の
項
目
を
あ
わ
せ
考

慮
し
た
が
ら
、
総
合
的
な
判
断
を
下
し
た
。

　
な
お
、
年
表
作
成
の
過
程
に
お
げ
る
検
討
事
項
や
一
応
の
試
案
を
み

た
年
表
の
内
容
に
っ
い
て
逐
一
説
明
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
む
し
ろ
閲
読
者
の
通
覧
に
よ
る
判
断
に
委
ね
、
あ
え
て
割
愛
す
る

こ
と
に
す
る
。三

　
あ
と

が
二
三
八
（
八
七
二
）

き

　
本
研
究
ノ
ー
ト
と
り
ま
と
め
の
当
面
の
主
眼
は
、
わ
が
国
に
お
げ
る

公
式
国
民
所
得
統
計
発
展
の
沿
革
に
つ
い
て
、
年
表
形
式
で
概
括
的
な

素
描
を
試
み
る
こ
と
に
。
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
記

述
の
簡
単
化
や
省
略
を
は
か
っ
た
あ
ま
り
、
事
実
経
過
に
、
つ
い
て
の
具

体
的
客
観
的
認
識
を
損
わ
し
め
る
に
至
っ
た
こ
と
が
恐
れ
ら
れ
る
。
こ

れ
を
初
次
の
試
案
と
し
て
、
ま
た
仮
設
の
手
が
か
り
と
し
て
、
今
後
試

行
錯
誤
的
な
試
み
を
進
め
る
な
か
で
、
わ
が
国
に
お
げ
る
国
民
所
得
統

計
の
過
去
か
ら
現
在
へ
、
さ
ら
に
、
将
来
へ
向
け
て
の
発
展
の
基
本
的
方

向
を
見
出
す
端
緒
を
得
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　
と
も
あ
れ
、
本
研
究
ノ
ー
ト
と
り
ま
と
め
の
作
業
過
程
に
お
い
て
、

わ
が
国
に
お
げ
る
国
民
所
得
統
計
の
発
展
の
沿
革
を
系
統
的
に
記
述
し

た
報
告
資
料
が
公
式
統
計
お
よ
び
個
人
的
試
算
の
両
者
に
わ
た
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
意
外
に
乏
し
く
、
ま
た
関
連
の
貴
重
な
基
礎
資
料
そ
の
も
の

が
気
付
か
れ
な
い
う
ち
に
す
で
に
散
侠
し
か
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

痛
切
に
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
。




